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二
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
療
養
病
床
等
（
療
養
病
床
の
う

ち
そ
の
一
部
に
つ
い
て
専
ら
要
介
護

者
を
入
院
さ
せ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
当
該
専
ら
要
介
護
者
を
入
院
さ

せ
る
部
分
に
限
る
。
以
下
「
介
護
療

養
病
床
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
病
床

に
入
院
し
て
い
る
患
者
（
短
期
入
所

療
養
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護
を
受
け
て
い
る
患
者
を
除

く
）

一
入
院
中
の
患
者
以
外
の
患
者
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
（
以
下
「
入
院
中
の
患
者

以
外
の
患
者
」
と
い
う
。
）

ィ
防
鱈
鰐
冒
闘
贔
二
麟
げ

所
療
養
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
を
受
け
て
い
る
患

者
口
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護

老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院

に
入
所
し
て
い
る
患
者

患

者

の

区

分

次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

別
表
第

一
及
び
別
表
第
二
に
規
定
す
る
点
数

別
表
第
三
区
分
番
号
1

5
の
4
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料

次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

一
別
表
第

一
第
1
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数

一
別
表
第

一
第
2
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数

ニ
別
表
第

一
第
2
章
第
2
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

イ

区

分

番
号
C
0
0
8
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指

導
料

ロ

区

分

番
号
C
0
0
9
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
栄
養
食
事
指

導
料

ハ

区

分

番
号
C
o
1
0
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
連
携
指
導
料

四

別

表

第

一
第
2
章
第
3
部
か
ら
第
13
部
ま
で
に
規
定
す
る
点
数

五

別

表

第

二
に
規
定
す
る
点
数
で
あ

っ
て
、
次
に
掲
げ
る
点
数
以

外
の
も
の

イ

区

分

番
号
C
0
0
ー
に
掲
げ
る
訪
問
歯
科
衛
生
指
導
料

ロ

区

分

番
号
C
0
0
3
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指

導
料

ハ

区

分

番
号
C
0
0
7
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
連
携
指
導
料

六

別

表

第

三
に
規
定
す
る
点
数
（
区
分
番
号
1
5
に
掲
げ
る
在
宅

患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
料
を
除
く
。）

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
に
掲
げ
る
療
養

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
九
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
要
介
護
被
保

険
者
等
で
あ
る
患
者
に
つ
い
て
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
で
き
る
場
合

（平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月

一
日
か
ら
遮
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
三
月
三
十
一

日
以
前
の
日
に
行
わ
れ
た
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
＿

加
藤

勝
信
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口
短
期
入
所
療
養
介
護
（
介
護
老

人
保
健
施
設
の
療
養
室
又
は
老
人

性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
の
病
床

（
以
下
「
療
養
室
等
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
（
療
養
室
等
に
お
い
て
行

わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
て

い
る
患
者

――
 

イ
介
護
療
養
病
床
等
（
老
人
性
認

知
症
疾
患
療
養
病
棟
の
病
床
を
除

く
。
‘
)
に
入
院
し
て
い
る
患
者

次
に
掲
げ
る
患
者

次
に
掲
げ
る
療
養

一
次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
の
3
の
イ
の

l
か
ら
④
ま
で

の
注
1
1
又
は
口
の
由
及
び
②
の
注
8
に
規
定
す
る
所
定
単
位
数
を

算
定
し
た
日
に
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

イ
別
表
第
一
第
2
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

①

区

分

番

号
B
0
0
1
の
1
0
に
掲
げ
る
入
院
栄
養
食
事
指
導

料
②

区

分

番

号
B
0
0
4
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料
1

③

区

分

番

号
B
0
0
5
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料
2

④

区

分

番

号
B
0
0
5
|
1
|
2
に
掲
げ
る
介
護
支
援
等
連

携
指
導
料

⑤

区

分

番

号
B
0
0
5
|
6
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連
携
計
画

策
定
料

⑥

区

分

番

号
B
0
0
5
|
6
|
2
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連
携

指
導
料

⑦

区

分

番

号
B
0
0
5
|
6
|
4
に
掲
げ
る
外
来
が
ん
患
者

在
宅
連
携
指
導
料

⑧

区

分

番

号
B
0
0
5
|
7
に
掲
げ
る
認
知
症
専
門
診
断
管

理
料

⑨

区

分

番

号
B
0
0
5
|
7
|
2
に
掲
げ
る
認
知
症
療
養
指

導
料

⑯

区

分

番

号
B
0
0
5
|
8
に
掲
げ
る
肝
炎
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

ロ
ン
治
療
計
画
料

⑪

区

分

番

号
B
0
0
5
|
9
に
掲
げ
る
排
尿
自
立
指
導
料

⑫

区

分

番

号
B
0
0
7
に
掲
げ
る
退
院
前
訪
問
指
導
料

⑬

区

分

番

号
B
0
0
7
|
2
に
掲
げ
る
退
院
後
訪
問
指
導
料

⑭

区

分

番

号
B
0
0
8
に
掲
げ
る
薬
剤
管
理
指
導
料

⑮

区

分

番

号
B
0
0
8
|
2
に
掲
げ
る
薬
剤
総
合
評
価
調
整

管
理
料

⑯

区

分

番

号
B
0
0
9
に
掲
げ
る
診
療
情
報
提
供
料
じ
（
注

ー
、
注
3
、
注
4
、
注
7
、
注
8
又
は
注
ー
か
ら
注
1
6
ま
て

に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）

⑰

区

分

番

号
B
0
0
9
|
2
に
掲
げ
る
電
子
的
診
療
情
報
評

価
料

⑱

区

分

番

号
B
0
1
0
に
掲
げ
る
診
療
情
報
提
供
料
⑰

⑲

区

分

番

号
B
0
1
4
に
掲
げ
る
退
院
時
薬
剤
情
報
管
理
指

導
料

口
別
表
第
一
第
2
章
第
4
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

①

第

1
節
通
則
第
4
号
の
イ
に
規
定
す
る
点
数

②

区

分

番

号
E
0
0
1
の
1
に
掲
げ
る
単
純
撮
影

③

区

分

番

号
E
0
0
2
の
1
に
掲
げ
る
単
純
撮
影

ハ

別

表

第

一
第
2
章
第
5
部
第
3
節
に
規
定
す
る
点
数
（
特
掲

診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六

十
三
号
）
第
十
六
第
二
号
に
掲
げ
る
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限

る。）

二
診
鱈
輝
這

厨

鰐

誌

闘

這

叩

謬

譴

戸

豆

瓢

麟

“

性
腫
瘍
剤
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
）

ホ

別

表

第

一
区
分
番
号
H
o
0
5
に
掲
げ
る
視
能
訓
練
及
び
別

表
第
一

区
分
番
号

H
o
0
6
に
掲
げ
る
難
病
患
者
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ

ョ
ン
料

ヘ

別

表

第

一
第
2
章
第

8
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

①

区

分
番
号
I
O
O
2
に
掲
げ
る
通
院
・
在
宅
精
神
療
法

②

区

分
番
号
I
O
O
3
|
2
に
掲
げ
る
認
知
療
法

・
認
知
行

動
療
法

③
区

分
番
号
~
o
o

7
に
掲
げ
る
精
神
科
作
業
療
法

④
区

分
番
号
~
o
o

8
|
2
に
掲
げ
る
精
神
科
シ
ョ

ー
ト
・

ケ
ア

（注
5
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）

⑤

区

分
番
号
I
O
O
9
に
掲
げ
る
精
神
科
デ
イ

・
ケ
ア
（
注

6
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
）

⑥

区

分
番
号
I
O
1
2
に
掲
げ
る
精
神
科
訪
問
看
護

・
指
導

料
⑦

区

分
番
号
I
O
1
6
に
掲
げ
る
精
神
科
在
宅
患
者
支
援
管

理
料

ト

別

表

第

一
第
2
章
第

9
部
に
規
定
す
る
点
数
（
基
本
診
療
料

の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
）

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
処
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

チ

別

表

第

一
第
2
章
第
1
0
部
か
ら
第
1
2
部
ま
で
に
規
定
す
る
点

数

二

次

に

掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
3
の

イ
の
由
か
ら
④
ま
で
の
注
11
又
は
口
の

l
及
び
②
の
注
8
に
規
定

す
る
所
定
単
位
数
を
算
定
し
た
日
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

イ

別

表

第

一
第
1
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数

口

別

表

第

一
区
分
番
号
A
4
0
0
の
ー
に
掲
げ
る
短
期
滞
在
手

術
等
基
本
料
1

ハ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
7
に
掲
げ
る
認
知
症
専
門

診
断
管
理
料

二

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
1
0
|
2
に
掲
げ
る
診
療
情
報
連

携
共
有
料

ホ

別

表

第

一
第
2
章
第
3
部
及
び
第
4
部
に
規
定
す
る
点
数

ヘ

別

表

第

一
第
2
章
第
5
部
に
規
定
す
る
点
数
（
専
門
的
な
診

療
に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ト

別

表

第

一
第
2
章
第

6
部
に
規
定
す
る
点
数
（
専
門
的
な
診

療
に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

チ

別

表

第

一
第
2
章
第

8
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

①

区

分
番
号
I
O
1
ー
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
指
導
料

②

区

分
番
号
I
O
1
1
|
2
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
前
訪
問

指
導
料
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四
次
に
掲
げ
る
患
者

イ
介
護
療
養
病
床
等
（
老
人
性
認

知
症
疾
患
療
養
病
棟
の
病
床
に
限

る
。
‘
)
に
入
院
し
て
い
る
患
者

口
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟

の
病
床
に
お
い
て
短
期
入
所
療
養

介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
療

養
介
護
を
受
け
て
い
る
患
者

③

区

分

番

号
I
O
1
2
に
掲
げ
る
精
神
科
訪
問
看
護
・
指
導

料
④

区

分

番

号
I
O
1
6
に
掲
げ
る
精
神
科
在
宅
患
者
支
援
管

理
料

リ
別
表
第
一
第
2
章
第
9
部
か
ら
第
13
部
ま
で
に
規
定
す
る
点

数

三
別
表
第
二
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
点
数
以
外

の
も
の
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

イ
区
分
番
号
B
0
0
4
|
1
|
4
に
掲
げ
る
入
院
栄
養
食
事
指

導
料

ロ
区
分
番
号
B
0
0
4
|
9
に
掲
げ
る
介
護
支
援
等
連
携
指
導

料
ハ
区
分
番
号
B
0
0
6
|
3
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連
携
計
画
策

定
料

二
区
分
番
号
B
0
0
6
|
3
|
2
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連
携
指

導
料

ホ
区
分
番
号
B
0
0
7
に
掲
げ
る
退
院
前
訪
問
指
導
料

ヘ
区
分
番
号
B
0
0
8
に
掲
げ
る
薬
剤
管
理
指
導
料

ト
区
分
番
号
B
0
0
8
|
2
に
掲
げ
る
薬
剤
総
合
評
価
調
整
管

理
料

チ
区
分
番
号
B
0
1
1
|
4
に
掲
げ
る
退
院
時
薬
剤
情
報
管
理

指
導
料

リ
区
分
番
号
B
0
1
4
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料
1

ヌ
区
分
番
号
B
0
1
5
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料
2

ル
区
分
番
号
C
0
0
3
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指

導
料

ヲ
区
分
番
号
C
0
0
7
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
連
携
指
導
料

ワ

区

分

番

号

C
0
0
8
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
緊
急
時
等
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
料

次
に
掲
げ
る
療
養

一
次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー

岱
開
賃
彗
悶
6

鱈
轄
鍔
闘
麟
鱈
冒

た
日
に
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
）

イ
別
表
第
一
区
分
番
号
A
2
2
7
に
掲
げ
る
精
神
科
措
謄
入
院

認
闘
翌
瓢
麟
如
鰭
方
A
2
2
7
|
2
に
掲
げ
る

口
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
1
0
|
2
に
掲
げ
る
診
療
情
報
連

携
共
有
料

ハ
別
表
第
一
第
2
章
第
5
部
第
3
節
に
規
定
す
る
点
数
（
特
掲

診
療
料
の
施
設
基
準
等
第
十
六
第
二
号
に
掲
げ
る
薬
剤
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

｀
輝
疇
厨
鰐
彗
闘
信
国
立
閂
鯰
麟
麟
”

性
腫
瘍
剤
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
）

ホ
別
表
第
一
第
2
章
第
8
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

①

区

分

番

号
I
O
O
2
に
掲
げ
る
通
院
・
在
宅
精
神
療
法

②

区

分

番

号
I
O
O
3
|
2
に
掲
げ
る
認
知
療
法
・
認
知
行

動
療
法

③
区

分
番
号
~
o
o

7
に
掲
げ
る
精
神
科
作
業
療
法

④
区

分
番
号
~
o
o

8
|
2
に
掲
げ
る
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・

ケ
ア

（注
5
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

⑤

区

分
番
号
I
O
O
9
に
掲
げ
る
精
神
科
デ
イ

・
ケ
ア
（
注

6
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
）

⑥

区

分
番
号
I
O
1
2
に
掲
げ
る
精
神
科
訪
問
看
護

・
指
導

料
⑦

区

分
番
号
I
O
1
6
に
掲
げ
る
精
神
科
在
宅
患
者
支
援
管

理
料

二

次

に

掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
3
の

ハ
の
由
か
ら
③
ま
で
の
注

6
に
規
定
す
る
所
定
単
位
数
を
算
定
し

た
日
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

イ

別

表

第

一
第
1
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数

口

別

表

第

一
区
分
番
号
A
4
0
0
の
ー
に
掲
げ
る
短
期
滞
在
手

術
等
基
本
料
1

ハ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
1
0
|
2
に
掲
げ
る
診
療
情
報
連

携
共
有
料

二

別

表

第

一
第
2
章
第
3
部
及
び
第
4
部
に
規
定
す
る
点
数

ホ

別

表

第

一
第
2
章
第
5
部
に
規
定
す
る
点
数
（
専
門
的
な
診

療
に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ヘ

別

表

第

一
第
2
章
第

6
部
に
規
定
す
る
点
数
（
専
門
的
な
診

療
に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ト

別

表

第

一
第
2
章
第

8
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

①

区

分
番
号
I
O
O
2
に
掲
げ
る
通
院

・
在
宅
精
神
療
法

②

区

分
番
号
I
O
O
3
|
2
に
掲
げ
る
認
知
療
法
・
認
知
行

動
療
法

③

区

分
番
号
I
O
1
ー
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
指
導
料

④

区

分
番
号
I
O
1
1
|
2
に
掲
げ
る
精
神
科
退
院
前
訪
問

指
導
料

⑤

区

分
番
号
I
O
1
2
に
掲
げ
る
精
神
科
訪
問
看
護

・
指
導

料
⑥

区

分
番
号
I
O
1
6
に
掲
げ
る
精
神
科
在
宅
患
者
支
援
管

理
料

チ

別

表

第

一
第
2
章
第

9
部
か
ら
第
13
部
ま
で
に
規
定
す
る
点

数

三

別

表

第

二
に
規
定
す
る
点
数
で
あ

っ
て
次
に
掲
げ
る
点
数
以
外

の
も
の
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

イ

区

分

番
号
B
0
0
4
|
1
|
4
に
掲
げ
る
入
院
栄
養
食
事
指

導
料

ロ

区

分

番
号
B
0
0
4
|
9
に
掲
げ
る
介
護
支
援
等
連
携
指
導

料
ハ

区

分

番
号
B
0
0
6
|
3
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連
携
計
両
策

定
料

二

区

分

番
号
B
0
0
6
|
3
|
2
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連
携
指

導
料
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五
次
に
掲
げ
る
患
者

イ
介
護
医
療
院
に
入
所
し
て
い
る

患
者

口
介
護
医
療
院
に
お
い
て
短
期
入

所
療
養
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
を
受
け
て
い
る
患

者

ホ
区
分
番
号
B
0
0
7
に
掲
げ
る
退
院
前
訪
問
指
導
料

ヘ
区
分
番
号
B
0
0
8
に
掲
げ
る
薬
剤
管
理
指
導
料

ト
区
分
番
号
B
0
0
8
|
2
に
掲
げ
る
薬
剤
総
合
評
価
調
整
管

理
料

チ
区
分
番
号
B
0
1
1
|
4
に
掲
げ
る
退
院
時
薬
剤
情
報
管
理

指
導
料

リ
区
分
番
号
B
0
1
4
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料
1

ヌ
区
分
番
号
B
0
1
5
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料
2

ル
区
分
番
号
C
0
0
3
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指

導
料

ヲ
区
分
番
号
C
0
0
7
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
連
携
指
導
料

ワ

区

分

番

号

C
0
0
8
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
緊
急
時
等
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
料

次
に
掲
げ
る
療
養

一
次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
4
の

イ
か
ら
へ
ま
で
の
注
9
に
規
定
す
る
所
定
単
位
数
を
算
定
し
た
日

に
行
わ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

イ
別
表
第
一
第
1
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数
（
併
設
保
険
医

療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

口
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
1
に
掲
げ
る
ウ
イ
ル
ス
疾

患
指
導
料

ハ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
2
に
掲
げ
る
特
定
薬
剤
治

療
管
理
料

二
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
3
に
掲
げ
る
悪
性
腫
瘍
特

異
物
質
治
療
管
理
料

ホ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
6
に
掲
げ
る
て
ん
か
ん
指

導
料

ヘ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
7
に
掲
げ
る
難
病
外
来
指

導
管
理
料

ト
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
8
に
掲
げ
る
皮
膚
科
特
定

疾
患
指
導
管
理
料

チ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
9
に
掲
げ
る
外
来
栄
養
食

事
指
導
料

リ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
1
1
に
掲
げ
る
集
団
栄
養
食

事
指
導
料

ヌ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
12
に
掲
げ
る
心
臓
ペ
ー
ス

メ
ー
カ
ー
指
導
管
理
料

ル
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
14
に
掲
げ
る
高
度
難
聴
指

導
管
理
料

ヲ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
15
に
掲
げ
る
慢
性
維
持
透

析
患
者
外
来
医
学
管
理
料

せ
ん

ワ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
16
に
掲
げ
る
喘
息
治
療
管

理
料

と
う

力
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
2
2
に
掲
げ
る
が
ん
性
疼
痛

緩
和
指
導
管
理
料

ヨ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
23
に
掲
げ
る
が
ん
患
者
指

導
管
理
料

夕
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
2
4
に
掲
げ
る
外
来
緩
和
ケ

ア
管
理
料

レ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
25
に
掲
げ
る
移
植
後
患
者

指
導
管
理
料

ソ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
26
に
掲
げ
る
植
込
型
輸
液

ポ
ン
プ
持
続
注
入
療
法
指
導
管
理
料

ツ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
4
に
掲
げ
る
地
域
連

携
夜
間
・
休
日
診
療
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医

療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ネ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
5
に
掲
げ
る
院
内
ト

リ
ア
ー
ジ
実
施
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機

関
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ナ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
6
に
掲
げ
る
夜
間
休

日
救
急
搬
送
医
学
管
理
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険

医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ラ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
8
に
掲
げ
る
外
来
放

射
線
照
射
診
療
料

ム

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
3
に
掲
げ
る
生
活
習
慣
病

管
理
料
の
注
3
に
規
定
す
る
点
数

ウ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
o
o
1
|
7
に
掲
げ
る
リ
ン
パ
浮
腫

指
導
管
理
料
（
注
2
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）

ヰ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
6
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連

携
計
画
策
定
料

ノ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
6
|
2
に
掲
げ
る
が
ん
治

療
連
携
指
導
料

オ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
6
|
3
に
掲
げ
る
が
ん
治

療
連
携
管
理
料

ク

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
7
に
掲
げ
る
認
知
症
専
門

診
断
管
理
料

ヤ

別

表

第

一
区
分
番
号

B
0
0
5
|
8
に
掲
げ
る
肝
炎
イ
ン

タ
ー
フ

ェ
ロ
ン
治
療
計
画
料

マ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
9
に
掲
げ
る
診
療
情
報
提
供
料

じ
（
注
1
、
注

6
、
注
7
、
注

9
か
ら
注
13
ま
で
又
は
注
16
に

掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）

ケ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
9
|
2
に
掲
げ
る
電
子
的
診
療

情
報
評
価
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

フ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
1
0
|
2
に
掲
げ
る
診
療
情
報
連

携
共
有
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

コ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
1
2
に
掲
げ
る
傷
病
手
当
金
意
見

書
交
付
料

工

別

表

第

一
区
分
番
号
C
0
0
0
に
掲
げ
る
往
診
料
（
併
設
保

険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

テ

別

表

第

一
第
2
章
第
2
部
第
2
節
第
2
款
に
規
定
す
る
点
数

ア

別

表

第

一
第
2
章
第
4
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

①

第

1
節
通
則
第
4
号
の
イ
に
規
定
す
る
点
数

②

区

分
番
号
E
0
0
1
の
ー
に
掲
げ
る
単
純
撮
影

③

区

分
番
号
E
0
0
2
の
ー
に
掲
げ
る
単
純
撮
影

サ

別

表

第

一
第
2
章
第
5
部
第
3
節
に
規
定
す
る
点
数
（
特
掲

診
療
料
の
施
設
基
準
等
第
十
六
第
二
号
に
掲
げ
る
薬
剤
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
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と
う

夕
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
22
に
掲
げ
る
が
ん
性
疼
痛

緩
和
指
導
管
理
料

せ
ん

力
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
16
に
掲
げ
る
喘
息
治
療
管

理
料

ヨ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
20
に
掲
げ
る
糖
尿
病
合
併

症
管
理
料

ワ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
15
に
掲
げ
る
慢
性
維
持
透

析
患
者
外
来
医
学
管
理
料

ヲ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
14
に
掲
げ
る
高
度
難
聴
指

導
管
理
料

ル
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
12
に
掲
げ
る
心
臓
ペ
ー
ス

メ
ー
カ
ー
指
導
管
理
料

ヌ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
11
に
掲
げ
る
集
団
栄
養
食

事
指
導
料

リ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
9
に
掲
げ
る
外
来
栄
養
食

事
指
導
料

チ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
8
に
掲
げ
る
皮
膚
科
特
定

疾
患
指
導
管
理
料

ト
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
7
に
掲
げ
る
難
病
外
来
指

導
管
理
料

ヘ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
6
に
掲
げ
る
て
ん
か
ん
指

導
料

ホ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
3
に
掲
げ
る
悪
性
腫
瘍
特

異
物
質
治
療
管
理
料

二
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
2
に
掲
げ
る
特
定
薬
剤
治

療
管
理
料

ハ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
1
に
掲
げ
る
ウ
イ
ル
ス
疾

患
指
導
料

口
別
表
第
一
区
分
番
号
A
4
0
0
の
1
に
掲
げ
る
短
期
滞
在
手

術
等
基
本
料
1

イ
別
表
第
一
第
1
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数

二
次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養
（
指
定
施
設
サ
ー

ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
4
の

イ
か
ら
へ
ま
で
の
注
9
に
規
定
す
る
所
定
単
位
数
を
算
定
し
た
日

に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

l

別
表
第
一
第
2
章
第
10
部
か
ら
第
13
部
ま
で
に
規
定
す
る
点

数
メ
別
表
第
一
第
2
章
第
9
部
に
規
定
す
る
点
数
（
基
本
診
療
料

の
施
設
基
準
等
別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
処
謄
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）

ユ
別
表
第
一
区
分
番
号
H
0
0
 
5
に
掲
げ
る
視
能
訓
練
及
び
別

表
第
一
区
分
番
号
H
0
0
 
6
に
掲
げ
る
難
病
患
者
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
料

キ
診
闘
誓
鰐
闘
闘
謬
直
虹
譴
げ
豆
瓢
麟
麟

性
腫
瘍
剤
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
）

ア

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
1
0
|
2
に
掲
げ
る
診
療
情
報
連

携
共
有
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）

テ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
9
|
2
に
掲
げ
る
電
子
的
診
療

情
報
評
価
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）

工

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
9
に
掲
げ
る
診
療
情
報
提
供
料

じ
（
注
1
、
注

6
、
注
7
、
注

9
か
ら
注
13
ま
で
又
は
注
16
に

掲
げ
る
場
合
に
限
る
。）

ナ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
27
に
掲
げ
る
糖
尿
病
透
析

予
防
指
導
管
理
料

ラ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
4
に
掲
げ
る
地
域
連

携
夜
間
・
休
日
診
療
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医

療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ム

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
5
に
掲
げ
る
院
内
ト

リ
ア
ー
ジ
実
施
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機

関
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ウ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
6
に
掲
げ
る
夜
間
休

日
救
急
搬
送
医
学
管
理
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険

医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

ヰ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
2
|
8
に
掲
げ
る
外
来
放

射
線
照
射
診
療
料

ノ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
3
に
掲
げ
る
生
活
習
慣
病

管
理
料
の
注
3
に
規
定
す
る
点
数

オ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
3
|
2
に
掲
げ
る
ニ
コ
チ

ン
依
存
症
管
理
料

ク

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
|
7
に
掲
げ
る
リ
ン
パ
浮
腫

指
導
管
理
料
（
注
2
に
掲
げ
る
場
合
に
限
る
。
）

ヤ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
6
に
掲
げ
る
が
ん
治
療
連

携
計
画
策
定
料

マ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
6
|
2
に
掲
げ
る
が
ん
治

療
連
携
指
導
料

ケ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
6
|
3
に
掲
げ
る
が
ん
治

療
連
携
管
理
料

フ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
5
|
7
に
掲
げ
る
認
知
症
専
門

診
断
管
理
料

コ

別

表

第

一
区
分
番
号

B
0
0
5
|
8
に
掲
げ
る
肝
炎
イ
ン

タ
ー
フ

ェ
ロ
ン
治
療
計
画
料

ネ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
26
に
掲
げ
る
植
込
型
輸
液

ポ
ン
プ
持
続
注
入
療
法
指
導
管
理
料

ツ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
25
に
掲
げ
る
移
植
後
患
者

指
導
管
理
料

ソ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
24
に
掲
げ
る
外
来
緩
和
ケ

ア
管
理
料

レ

別

表

第

一
区
分
番
号
B
0
0
1
の
23
に
掲
げ
る
が
ん
患
者
指

導
管
理
料
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別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
1
1
|
3
に
掲
げ
る
薬
剤
情
報
提

供
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
掲
げ
る

も
の
に
限
る
。
）

キ
別
表
第
一
区
分
番
号
B
0
1
2
に
掲
げ
る
傷
病
手
当
金
意
見

書
交
付
料

ユ
別
表
第
一
区
分
番
号
C
0
0
0
に
掲
げ
る
往
診
料
（
併
設
保

険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

メ

別
表
第
一
第
2
章
第
2
部
第
2
節
第
2
款
に
規
定
す
る
点
数

別
表
第
一
第
2
章
第
3
部
及
び
第
4
部
に
規
定
す
る
点
数

ミシ
別
表
第
一
第
2
章
第
5
部
に
規
定
す
る
点
数
（
専
門
的
な
診

療
に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ヱ
別
表
第
一
第
2
章
第
6
部
に
規
定
す
る
点
数
（
専
門
的
な
診

療
に
特
有
な
薬
剤
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ヒ
別
表
第
一
区
分
番
号
H
0

0

 
5
に
掲
げ
る
視
能
訓
練
及
び
別

表
第
一
区
分
番
号
H
0

0

 6に
掲
げ
る
難
病
患
者
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
料

け
い
れ
ん

区
分
番
号
I
O
O
O
に
掲
げ
る
精
神
科
電
気
痙
攣
療
法

区
分
番
号
I
O
O
2
に
掲
げ
る
通
院
・
在
宅
精
神
療
法

ス
区
分
番
号

~
o
o

3
|
2
に
掲
げ
る
認
知
療
法
・
認
知
行
動

療
法

ン
区
分
番
号

~
o
o

6
に
掲
げ
る
通
院
集
団
精
神
療
法
（
併
設

保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ
イ
区
分
番
号

~
o
o

7
に
掲
げ
る
精
神
科
作
業
療
法
（
併
設

保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

イ
ロ
区
分
番
号

~
o
o

8
|
2
に
掲
げ
る
精
神
科
シ
ョ
ー
ト
・

ケ
ア
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

イ
ハ
区
分
番
号
I
O
0
9
に
掲
げ
る
精
神
科
デ
イ
・
ケ
ア
（
併

設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
も
の
に
限

る。）

イ
ニ
区
分
番
号
I
O
1
5
に
掲
げ
る
重
度
認
知
症
患
者
デ
イ
・

ケ
ア
料
（
併
設
保
険
医
療
機
関
以
外
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

イ
ホ
別
表
第
一
第
2
章
第
9
部
か
ら
第
13
部
ま
で
に
規
定
す
る

点
数

三
別
表
第
二
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
点
数
以
外

の
も
の
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

イ
区
分
番
号
B
0
0
8
|
2
に
掲
げ
る
薬
剤
総
合
評
価
調
整
管

理
料

ロ
区
分
番
号
B
0
1
4
に
掲
げ
る
退
院
時
共
同
指
導
料
1

ハ
区
分
番
号
C
0
0
3
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指

導
料

二
区
分
番
号
C
0
0
7
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
連
携
指
導
料

ホ

区

分

番

号

C
0
0
8
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
緊
急
時
等
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
料

備
考一

こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」
と
は
、
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号）

を
い
う
。

二
こ
の
表
に
お
い
て
「
患
者
」
と
は
、
法
第
六
十
二
条
に
規
定
す
る
要
介
護
被
保
険
者
等
で
あ
る
患
者
を

い
う
。

三
こ
の
表
に
お
い
て
「
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
第
九
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
生
活
介

護
を
い
う
。

四
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
を
い
う
。

五
こ
の
表
に
お
い
て
「
短
期
入
所
療
養
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
第
十
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
療
養
介

護
を
い
う
。

六
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
い
う
。

七
こ
の
表
に
お
い
て
「
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
は
、
法
第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。

八
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
と
は
、
法
第
八
条
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福

祉
施
設
を
い
う
。

九
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
と
は
、
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保

健
施
設
を
い
う
。

十
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
医
療
院
」
と
は
、
法
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院
を
い
う
。

十
一
こ
の
表
に
お
い
て
「
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
十
六
条
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
旧
介
護
保
険
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。

七

次

に

掲

f
る
患
者
（
以
下
「
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
」
と
い
う
）

ィ
設
譴
筐
彗
げ
胃
髯
這

所
し
て
い
る
患
者

口
短
期
入
所
生
活
介
護
又
は
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
を
受
け

て
い
る
患
者

六
次
に
掲
げ
る
患
者

イ
介
護
老
人
保
健
施
設
に
入
所
し

て
い
る
患
者

口
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
い
て

短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
介
護
予

防
短
期
入
所
療
養
介
護
を
受
け
て

い
る
患
者

次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

一
別
表
第

一
第
3
章
第
1
部
に
規
定
す
る
点
数

二

別

表

第

一
第
3
章
第
2
部
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
点
数
以
外
の
も
の

ィ
に
認
咋
豆

戸
託
糾
に
掲
げ
る
渥
院
時
共
同
指
導
料
1
の
例

ロ

区

分

番
号
B
0
1
0
に
掲
げ
る
診
療
情
報
提
供
料
⑰
の
例
に

よ
り
算
定
す
る
点
数

三

別

表

第

二
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
点
数
以

外
の
も
の

イ

区

分

番
号
B
0
0
8
|
2
に
掲
げ
る
薬
剤
総
合
評
価
調
整
管

理
料

ロ

区

分

番
号
B
0
1
4
に
掲
げ
る
渥
院
時
共
同
指
導
料
1

ハ

区

分

番
号
C
0
0
3
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指

導
料

二

区

分

番
号
C
0
0
7
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
連
携
指
導
料

ホ

区

分

番
号
C
0

0
8
に
掲
げ
る
在
宅
患
者
緊
急
時
等
カ
ン

フ
ァ
レ
ン
ス
料

次
に
掲
げ
る
点
数
が
算
定
さ
れ
る
べ
き
療
養

一
別
表
第

一
に
規
定
す
る
点
数
（
当
該
患
者
が
入
所
す
る
施
設
に

お
け
る
医
師
に
よ
り
行
わ
れ
る
医
学
的
管
理
に
相
当
す
る
療
養
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）

二

別

表

第

二
に
規
定
す
る
点
数

三

別

表

第

三
に
規
定
す
る
点
数
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
点
数
以

外
の
も
の

イ

区

分

番
号
1

3
の
2
に
掲
げ
る
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
指
導
料

ロ

区

分

番
号
1
3
の
3
に
掲
げ
る
か
か
り
つ
け
薬
剤
師
包
括
管

理
料



平成 30年 3月 30日金躍日 官 報 （号外第 70号） 490 

五 四 ＝ 
療宅 J¥ 口 イ 場療 る療 ロ イ

養が闘別 在宅別表 在宅別表 げる別表 在宅別表 次に 合限に報提情別表第 こが算報情提別表第
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十二この表において「療養病床等」とは、旧介護保険法第八条第二十六項に規定する療養
病床等をいう。

十三この表において「老人性認知症疾患療養病棟」とは、指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号）第百四十四条に規定す

る老人性認知症疾患療養病棟をいう。

十四この表において「別表第一」とは、診療報酬の算定方法別表第一をいい、「別表第二」
とは、診療報酬の算定方法別表第二をいい、「別表第三」とは、診療報酬の算定方法別表第

三をいう。
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要 なるて なるて たて なるて 行係なるて たて しと掲げ点き 限
す で

い養管療こ予居防は い養管療ご予居防は 罰 い養管療こ予居防は わるい養管療こ予居防は 胄は
たす数な宅る

る あ ゜を ‘ ゜を ‘ ゜を ‘ れ病疾゜ を ‘ もるるでい養療こ
費 る 行 同 行同 に末 行同 たた行同 に末 のも歯あ゜を
用 患 理い宅一 理い宅一 限期 理い宅一 場合とだ理い宅一 限期 との科鷹つこ管行
の 者 指導居‘養療月に 指導居‘養療に日 りの 指導居‘養療月に 別し指導 ‘養療月 りの みのての理い
額 を ‘罪Cヽ にの‘居に ‘罪Cヽ な算 ‘場指‘
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十
六
こ
の
表
に
お
い
て
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
は
、

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五

号
）
第
二
百
五
十
三
条
に
規
定
す
る
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

を
い
う

十
五
こ
の
表
に
お
い
て
「
外
部
サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
」
と
は
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
九
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
外
部

サ
ー
ビ
ス
利
用
型
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
を
い
う
。

六
こ
の
表
に
お
い
て
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算

定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
の
5
に
規
定
す
る
居
宅
療
養
管
理
指
導

費
を
い
う
。

十
二
こ
の
表
に
お
い
て
「
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
法
第
八
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
を
い
う
。

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
施
設
」
と
は
、
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
を
い
う
。

十
四
こ
の
表
に
お
い
て
「
地
域
密
着
型
特
定
施
設
」
と
は
、
法
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
地
域
密

着
型
特
定
施
設
を
い
う
。

十
七
こ
の
表
に
お
い
て
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の

算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
3
の
注
12
に
規
定
す
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表

の
1
の
注
11
に
規
定
す
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
及
び
同
表
の

8
の
ヌ
に
規
定
す
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加

算
を
い
う
。

十 十
一
こ
の
表
に
お
い
て
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
い
う
。

十
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
（
療
養
室
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
し
ぅ
。

九
こ
の
表
に
お
い
て
「
短
期
入
所
療
養
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
第
十
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
療
養
介

護
（
療
養
室
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

八
こ
の
表
に
お
い
て
「
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
第
百
四
十
四
条
に
規
定
す
る
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
い
う
。

七
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
」
と
は
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る

費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
の
4
に
規
定

す
る
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
を
い
う
。

五
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
と
は
、
法
第
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
介

護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
い
う
。

四
こ
の
表
に
お
い
て
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
と
は
、
法
第
八
条
第
六
項
に
規
定
す
る
居
宅
療
養
管
理
指

導
を
い
う
。

二
十
九
こ
の
表
に
お
い
て
「
別
表
第
一
」
と
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第

一
を
い
い
、
「
別
表
第
二
」

と
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
二
を
い
い
、
「別
表
第
三」

と
は
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第

三
を
い
う
。

二
十
八
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
別
診
療
費
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
別
表
の

9
の
ホ
の
⑫
に
掲
げ
る
特
別
診
療
費
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
4
の
ソ
に
掲
げ
る
特
別
診
療
費
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る

費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の

7
の
ホ
の
⑩
に
掲
げ
る
特
別
診
療
費
を
い
う
。

二
十
七
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
診
療
費
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
別
表
の

9
の
二
の
⑥
に
掲
げ
る
特
定
診
療
費
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
3
の
ハ
の
⑭
に
掲
げ
る
特
定
診
療
費
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
7
の
二
の
⑤
に
掲
げ
る
特
定
診
療
費
を
い
う
。

二
十
六
こ
の
表
に
お
い
て
「
認
知
症
老
人
入
院
精
神
療
法
」
と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療

費
及
び
特
別
診
療
費
に
係
る
指
導
管
理
等
及
び
単
位
数
別
表
第

一
の
17
に
規
定
す
る
認
知
症
老
人
入
院
精

神
療
法
を
い
う
。

二
十
五
こ
の
表
に
お
い
て
「
精
神
科
作
業
療
法
」

と
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
定
診
療
費
及
び
特

別
診
療
費
に
係
る
指
導
管
理
等
及
び
単
位
数
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
三
十
号
）
別
表
第
一
の
16
に

規
定
す
る
精
神
科
作
業
療
法
を
い
う
。

二
十
一
こ
の
表
に
お
い
て
「
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
4
に
規
定
す
る
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費
を
い
う
。

二
十
二
こ
の
表
に
お
い
て
「
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
7
に
規
定
す
る
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
費
を
い
う
。

二
十
三
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
」
と
は
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
3
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費
を
い
う
。

二
十
四
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
」
と
は
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の

5
に
規
定
す
る
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
費
を
い
う
。

二
十
こ
の
表
に
お
い
て
「
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
の
二
第
十
五
項

に
規
定
す
る
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い
う
。

十
九
こ
の
表
に
お
い
て
「
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
」
と
は
、
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
認

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
い
う
。

十
八
こ
の
表
に
お
い
て
「
特
別
管
理
加
算
」
と
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

関
す
る
基
準
別
表
の
3
の
注
11
に
規
定
す
る
特
別
管
理
加
算
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
2
の
注
10
に
規
定
す
る
特
別
管
理
加
算
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
別
表
の
1
の
注
10
に
規
定
す
る
特
別
管
理
加
算
及
び
同
表

の
8
の
リ
に
規
定
す
る
特
別
管
理
加
算
を
い
う
。


